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論文の内容の要旨および論文審査の結果の要旨 
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論文題目 

「戦後日本の社会保障制度体系確立期における失業保険及び厚生年金保険を中心とし

た社会保険給付の最低保障に関する研究」 

A Study of Minimum Security in the Social Insurance Benefit, of which attention is centered on 

Employment Pension Insurance Benefit, in the establishment process of Japanese Post War 

Social Security System.. 

 

[論文の内容の要旨] 

本論文は、序章で、先行諸研究を批判的にふまえ、それらに欠ける未達成課題を抽出す

ることにより、日本国憲法第25条の最低限度の生活保障規定を具現する「社会保険給付の

最低保障」が未達成となっている歴史的所以を、戦後日本の1950年代半ばまでの社会保障

制度体系の成立過程に求め、それを関係審議会等の審議過程を精査することによって明ら

かにしようとした。 

本論文は、序章においてその研究の目的と意義と方法について詳論する。以下、その研

究目的を追及するために、四つに時期区分し、本論の1、2、3、4章の各章で、順次各期に

おける問題の経過を追跡し、終章でまとめ（結語）と残された「今後の課題」を叙述した。 

本論は、第「１章 １期：敗戦後～１９４６．６．１４社会保険制度調査会第１回総会

開催前まで」、第「２章：１９４６．６．１４社会保険制度調査会第１回総会～１９４９．５．１

９社会保障制度審議会第１回総会まで」、第「３章 ３期：社会保障制度審議会の審議と最

低生活保障案：1949.5.19 社会保障制度審議会第１回総会～1951.3.29社会福祉事業法の成

立まで」、第「４章 ４期 1954厚生年金保険法改正まで」からなる。 

終章において、先行研究者「平岡公一と山田篤裕が提起した疑問への回答」という形で

「本研究の締めくくり」を、以下のように述べている。「この期の日本において、最低賃金、

生活保護、保険給付の３者を関連付けた普遍的最低保障を実現する厚生省の取り組みは継

続して取り組まれてきたが、最低賃金については、戦後直後は時期尚早とする占領政策に

よって、それが解けた以降は経済成長優先の政府の政策によって実施が先のばしされ、こ

れを管轄する労働省も厚生省の政策には同調しなかったこと、この労働省との連携の欠如
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は、生活保護基準を上回る保険給付の実現についても、足枷となったこと、また特に社会

保障制度に関して内閣総理大臣に勧告ができる唯一の権限を有する社会保障制度審議会は、

普遍的な最低生活保障案を現実重視の方針から退け続け、勧告に盛り込むことすらしなか

ったことであり、こうした状況に財政難が加わることで、最低生活保障は生活保護にのみ

委ねるというシステムが形成され今日まで続いてきたということである。こうしたことか

ら、この期の日本において普遍的な最低生活保障が実現できなかった社会的要因には、ベ

ヴァリッジ型定額給付以外の最低保障案を顧みなかった社会保険制度調査会や社会保障制

度審議会の存在も大きかった、ということである。」 

 

[論文審査の結果の要旨] 

論文については、以下のように評価された。 

研究テーマは、先行研究の批判的考察から引き出されて独自なものであり、しかも社会

保障の基本問題にかかわる最重要課題について設定された。まずこの点が高く評価される。 

研究方法は文献資料による分析と考察であるが、その方法は第一次資料に立ち入って執

拗かつ綿密に行われた。執拗に過ぎてか文章表現が込み入っている部分もあるが、真摯か

つ精密を期して実証性の高い論文となったことは評価される。 

テーマに関する本研究の結論は、独自性に富む。 

本研究は論争をよぶ独自の知見を提示するとともに、多少論述が込み入ってもいるので、

著書とする際には一層の推敲が望まれる。 

 

審査会においては、申請者による論文内容の発表を聴取した後、研究内容の詳細につき

質疑を行い，併せて関連分野についての知見等についても質疑を行った。 

そのさい、論述がこみいっていてわかりにくい点などについて確かめる質疑応答もあっ

た。 

 

以上により、論文審査および最終試験の結果に基き、審査委員会において慎重に審査し

た結果、本論文が博士（保健福祉学）の学位に十分値するものであると判断された。 

 

[学力の確認の結果の要旨]  

海野恵美子は、早稲田大学大学院経済学研究科修士課程を終了（修士の学位所得）後、

慶応大学大学院経済学研究科博士課程に満期修学し単位取得済み退学ののち、諸大学の教

員を歴任し、現在、浦和大学で教授を務められ、内外の社会保障問題を研究し、その緻密

な諸研究によって学会に知られている。この経歴からして海野恵美子の学力は、大学院博

士課程修了の水準を十分満たしていると判定された。 


